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開 発 事 業開 発 事 業開 発 事 業開 発 事 業 のののの 事 前 協 議事 前 協 議事 前 協 議事 前 協 議 フ ロフ ロフ ロフ ロ ーーーー    

★ 市  長              ★ 開発事業を行おうとする者  ★ 関係住民 

 指 導 ・ 助 言             事前協議の届出   

     

          ○ 

     

     

      ↓                                         

 受        付          住 民 説 明 会 等 紛 争 の 防 止・調 整  

      ↓ 

■           ○           説明を求める  

  説明の求め                ※表示板が掲出された日 

  がない場合                 から起算して２週間以内 

    説 明 会 の 開 催          ○ 

         （住民への周知） 

                               

 ■  ○    結 果 報 告  

    ○                    意見書の提出  

                       ※説明会終了の日から 

    意見書の   ○ 見解書の提出        起算して２週間以内 

写し送付                    

○                           

                                            

■  見解書の                     ○ 

    写し送付                              

    ○              建築紛争調整の申出  

                 調停の受諾勧告   ・  調停開始・不開始の決定    

      

             ■       調   停（中高層建築物等紛争調停委員）  

  事前協議完了               建築確認申請  

※表示板の掲出日は、原則として事前協議申請書の提出日（市が表示板の掲出を確認した日）になります。 

・提出図書の確認（表示板の掲出写真等） 

・表示板の掲出位置及び記載内容につい

て現地調査 

中高層建築物・10戸以上の

ワンルームマンション 

     ↓ 

表示板の掲出 

次の開発基準等に係る関

係課協議 

・道路 ・公園 ・緑地 

・排水施設 

・消防の用に供する施設 

・市長が必要と認める施設

（駐車場・駐輪場他） 

（関係課） 

・道路課 

・都市計画課 

・下水道維持促進担当課 

・河港課 

・消防防災課 

・歴博・文化財担当 

・産業立地課 

・建築指導課 

・その他 


